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前文 

 我が国は、物資やエネルギー等を都市に集めることにより経済効率を高めてきた。戦後

類い希な経済成長を見せたのも、世界有数の高密度大都市圏を形成した社会システムのメ

リットが発揮されたものであると言える。しかし、この経済効率優先の社会システムは都

市環境に対する様々な負荷を増大させ、都市の居住環境に深刻な影響を及ぼしている。都

市のヒートアイランド現象（都市の高温化現象）はその顕在化した問題のひとつである。

このヒートアイランド現象の進行により、まず動植物のエコシステムに変調を来たすこと

が危惧されているが、それに加えて熱中症患者の増加や感染症リスクの増大、冷房需要の

増大とピーク時の電力需要の急激な増加といった問題が続出し、居住者の健康や安全が脅

かされることとなった。 
 都市の高温化は地球温暖化の数倍のスピードで進行している。地球温暖化が CO2 等の温

室効果ガスの排出によりもたらされる全地球規模の気候変化であるのに対して、ヒートア

イランドは、建造物、道路等の建設による地表面被覆の改変と都市活動に伴うエネルギー

消費の増大そして高密度化に伴う都市部の風速の低下等の都市的影響が集積してもたらさ

れる気候変化である。そして、建築がこのヒートアイランド現象の発生に大きく荷担して

いることは明白な事実である。例えば、東京 23 区の場合、地表面積の半分は宅地で占めら

れており、都市から発生する夏期の人工排熱量の半分は建築設備からのものである。 
 私たち日本人がかつて経験した公害問題とは異なり、ヒートアイランド現象は加害者と

被害者が明確に区分できず、被害者である私たち自身が加害者でもある新たな環境問題で

ある。従ってこの問題に対しては、都市に住まい活動するすべての者が取り組まなければ

ならず、長期的視点にたった従来の社会システムの抜本的見直しと都市構造の再編成、さ

らには都市部におけるエネルギー利用効率の改善のための総合的施策の推進が求められて

いる。一方、昨今の深刻なヒートアイランド影響の緩和のためには、即効性の高い早急な

対策も、同時に求められている。都市のヒートアイランド対策を一つの契機として、これ

まで等閑視されていた屋外環境に対する配慮の視点を建築・都市の計画にきちんと位置付

け、そして質の高い都市空間を創造していくことが重要である。 
 日本建築学会は、これからの建築・都市の形成について「地球環境・建築憲章（2000 年

6 月）」、「良い建築と環境をつくる 7 つの提言（2003 年 3 月）」等を通じてその理念を公表

してきた。さらに、豊かで魅力的な都市空間の実現に向けて、2005 年 5 月には「都市建築

の発展と制御に関する提言」を公表した。本提言は、これを踏まえて、都市の居住環境を

悪化させている要因として現在大きな社会的関心を集めているヒートアイランド問題につ

いて、早急に対策の方向性を提示することを目的としてまとめられたものである。当学会

は、ヒートアイランド対策の推進と質の高い都市空間の創造を両立させるための舵取りに

挑むことを決意し、都市に住まい、活動するすべての個人と組織・団体に向け以下の提言

を行う。 
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１ 基本的考え方－ヒートアイランド対策を通じて質の高い都市空間を創造しよう－ 

 
1.1 ヒートアイランド対策を生活環境の質の向上に結びつけよう 

人間生活に深く関わる建築分野のヒートアイランド対策は、広域の気候変化の抑制だけで

はなく、建物周辺の屋外生活環境の質の向上という視点からも評価するべきであり、広域

への負荷削減と屋外生活環境の質の改善に同時に貢献する対策を見出し、優先的に推進す

べきである。 
 
1.2 熱以外の要素も考慮し総合的に取り組もう 

ヒートアイランド対策の推進は同時に景観や生態系等のような様々な要因に大きな影響を

及ぼすので、熱の問題のみに目を奪われると、結果として都市空間のアメニティを損なう

危険がある。従って、人間居住の視点から総合的に屋外生活空間の質の改善を図ることが

重要である。特にヒートアイランド対策として注目されている都市緑化・水面については、

その多様な効果を考慮し、都市空間のアメニティの向上に寄与する生産緑地を含めた在来

緑地・水面の保全等、質の高い緑地・水辺空間を創出すべきである。 
 
1.3 地域の特性に適した効果的な対策を講じよう 

各種の対策手法の効果は地理的条件、敷地周辺の条件等により大きく異なるので、地域の

特性を考慮して、建築・都市の表面・形状の熱的影響の配慮や都市システムの熱管理、建

築・都市における快適な風の導入を図る必要がある。そして、ヒートアイランド緩和に効

果的な手法を選択した上で対策を講じるべきである。 
 
 
２ 様々な事業に際して建築・都市の専門家はヒートアイランド対策に配慮しよう 

 
2.1 建築の設計に際してもヒートアイランド対策に貢献しよう 

建築および設備設計者は、建築の設計計画時にヒートアイランド影響を軽減するための措

置を講ずるとともに、その周辺部も含めて良好な屋外環境の形成に努めなければならない。

設計者はその設計意図が正しく実施されるように発注者だけでなく運用者・利用者にも環

境配慮の重要性を説明しこの取り組みを促さなければならない。そのためには研究者等に

よる設計ガイドラインと設計支援ツール、そして建築と屋外生活空間との中間領域をも包

含した評価システムを提供することが望まれる。また、具体的な材料や設備の選定に役立

つ定量的データが一般に公開される仕組みを構築し、設計支援を更に推進すると共に、メ

ーカーのインセンティブに資するべきである。 
 
2.2 大規模な都市開発に際してはヒートアイランド対策に重点的に取り組もう 

大規模な都市開発事業者は、ヒートアイランド影響に関する調査を早急に実施することに



よって、都市開発地区およびその周辺における効果的なヒートアイランド対策を導くと共

に、快適な屋外生活環境の形成に寄与する方策を実施しなければならない。また各方面か

らヒートアイランド対策を通じての質の高い都市空間創造に関する施策を重点的に推進す

るべきである。 
 
2.3 環境調和の視点から地域住民とともに各種基本計画を策定しよう 

地方自治体は、ヒートアイランドの実態把握のために都市気候の常時計測網を整備するべ

きである。また、地方自治体は都市環境気候図を定期的に作成し、地域気候特性を十分把

握した上で環境基本計画や都市基本計画の策定を行うことが求められる。その際、地域住

民とともに環境と調和した都市計画を議論する機会を設け、地域環境に関わる住民のニー

ズに対応した都市の実現に努める必要がある。そして、地域の気候風土に配慮した都市環

境計画に基づく、快適で美しい質の高い都市空間の創造を目指すべきである。 
 
 
３ 健康で快適な環境を形成するための科学的な設計手法を開発・普及しよう 

 
3.1 建築・都市の表面・形状の熱的影響に配慮しよう 

a 表面構成材料に対して熱的検討に努める 
地表面被覆および建築外皮の設計に際しては、その土地の気候特性を考慮した上で、建物

や街区の構成材料の放射特性や熱容量等の熱的特性についての検討を十分に行う必要があ

る。屋外生活環境の質にも配慮した上で、表面温度の低減に効果的な建築資材を選択し、

昼夜ともに地表面および建築外皮の表面温度の低減に努めるべきである。 
b 建築および都市の形状による熱的影響に配慮する 
建物の形状や配置の計画に際しては、効果的な日影の形成や夜間放射の促進に配慮する等、

熱的な検討と工夫により快適な屋外生活環境を確保する視点が重要である。また、巨大な

熱容量をもつ建物を制御する社会システムの開発も検討すべきである。 
c 質の高い緑化・水環境の形成を推進する 
都市緑化を積極的に推進するべきである。緑は、その蒸散効果による大気の冷却効果とと

もに、木陰を作って放射照り返しを抑制するだけでなく、景観の向上や心理的効果も発揮

する等の効能をもつ。この多様性を活かし都市空間のアメニティ向上に資するべきである。

散水等による水の蒸発効果の利用についても同様の検討が求められる。 
 
3.2 建築・都市の熱管理を徹底しよう 

a 建築設備の人工排熱を制御する 
建築設備の設計計画においては、従来からの省エネルギーの視点に加えて、個々の建築設

備から発生する人工排熱についても適切な対応を図るべきである。 
b 地区レベルの人工排熱対策を施す 
複数の建物から発生する人工排熱を地区総量として把握し、地区レベルの人工排熱対策を



検討する必要がある。特に人工排熱が集中する地区では、従来の設備システムが不要とし

て大気に廃棄してきた熱エネルギーを回収・利用する、或いは河川、海水、下水道等に効

果的に排出するための都市設備の総合的な環境改善効果等を十分に評価し、有効と判断さ

れる場合には積極的に設置を検討すべきである。 
c 人工排熱の評価軸を定める 
建築設備から発生する潜熱やオンサイト発電に伴う排熱の影響、年間を通じた省エネルギ

ー政策との関係等、人工排熱の評価軸について幅広く検討を行った上で適切な対策を講じ

るべきである。 
 
3.3 建築・都市の形状に配慮し快適な風を導入しよう 

a 自然のポテンシャルを利用する 
都市の風を考える上で、都市が立地している地域の海陸風循環や夜間の冷気流の構造を知

ることが重要である。また、河川や地勢・起伏、大規模緑地等の都市内に存在する自然は

都市に風を導く上で貴重な環境資源に成り得ることを認識するべきである。 
b 立体的な風の流れを考慮する 
建物の形状・配置、緑・水のネットワーク等の工夫により、上下方向を含めた 3 次元的な

風の流れを市街地の通風計画において考慮することが重要である。 
c 適風の視点から対策を講じる 
市街地の通風計画では、夏の利風の観点に加えて、冬の季節風への対応も念頭に置いた対

応が望まれる。また、防災上の観点やビル風、そして空気質の問題も含めて幅広い視点か

ら適正な風速レベルを明らかにし、最近のシミュレーション技術の研究成果等を利用して、

これを実現するための対策を講じる必要がある。 
 


